
 

 様式第 1号（市民活動団体提案事業） 

 

令和７年度募集 国分寺市提案型協働事業「提案書」 

 

令和     ７年  7月 17日 

国分寺市長 殿 

 

団体の所在地         相模原市中央区星が丘 2 丁目 5-20 1F 

              

団 体 名         特定非営利活動法人 and Advance 

              

代表者氏名     内 藤   達 也        (※) 

                    (※)本人が手書き(署名)しない場合は、記名し押印してください。 

                       「申請書類等提出方法申出書」を提出している場合は、記名 

で構いません。押印は不要です。 

次のとおり提案します。なお、会員名簿・担当者連絡先を除き公開を承諾します。 

１  提案事業名 
国分寺市自転車交通事故件数の削減に向けた教育事業 

(適合する、市の施策または事務事業：国分寺市交通安全計画) 

２ 事業実施期間 令和８年４月１日 から 令和９年３月 31 日まで 

３ 提案事業予算 517,000 円 

４ 提案事業概要 

（事業目的、内容等を 

 400字以内でご記入 

 ください。この欄の 

 記載内容は、ホーム 

 ページ等で公表し 

 ます。） 

国分寺市では様々な交通安全対策を実施しているが、残念ながら人が死傷す

る交通事故は多く発生している。特に東京都全体と比較して自転車事故の割

合が高く、2024 年度は死亡４人中３人が自転車事故によるものである。 

自転車に関係する交通事故は大きな怪我や命に関わることもあるが、環境を整

え、正しくかつ論理的に交通ルールを理解することで事故を未然に防止することが

可能である。 

そこで以下の２項目を目的として事業を実施する。 

(1) 適切で効果的な交通安全活動プログラム（国分寺市版）を作成、

ISO9001 の仕組みに基づくプロセスで実施する。 

(2) 多くの市民が集まる場所での交通安全啓発活動を実施する。 

５ 添付書類 

企画書(２号様式)               
収支予算書（３号様式) 
団体概要書(４号様式)               
定款又は規約 

☐会員名簿                          
予算・決算関係書類 
法人市民税納税証明書              
その他(事業資料) 
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様式第２号（市民活動団体提案事業）  

団体名  特定非営利活動法人 and Advance                      

 

１ 提案事業名 
国分寺市自転車交通事故件数の減少に向けた教育事業 

 

２ 事業の目的 

（解決すべき社会問

題・地域課題、事業

の意義や必要性につ

いて） 

国分寺市では様々な交通安全対策を実施しているが、残念ながら人が死

傷する交通事故は多く発生している。特に東京都全体と比較して自転車

事故の割合が高く、2024 年度は死亡４人中３人が自転車事故によるもの

である。 

自転車に関係する交通事故は大きな怪我や命に関わることもあるが、環

境を整え、正しくかつ論理的に交通ルールを理解することで事故を未然

に防止することが可能である。 

本事業は国分寺市における自転車交通事故件数の減少を目指して、国分

寺版交通安全活動プログラムを作成・実施することにより、市民自らが

交通事故の発生リスクを下げる方法を理解することを目的とする。  

 

３ 事業の内容 

（事業の目的を達成

するために何をする

か） 

過去に実績をあげている手法を用い、目的達成のため以下の内容を実施

する。 

（１） 適切で効果的な国分寺市版交通安全活動プログラム作成。  

ISO9001 の仕組みに基づく以下のプロセスで実施する。  

1 危険（高リスク）箇所の抽出  

2 リスク内容の明確化  

3 未然防止策の立案 

4 交通安全講習会の実施  

5 自転車の安全な走行環境づくりに向けた地域への働きかけ  

（２） 多くの市民が集まる場所での交通安全啓発活動を実施する。  

 

４ 事業計画  

（事業の実施スケ

ジュール） 

（１） 対象：国分寺市立中学校（２校）の３年生の生徒  

期間：令和８年４月～令和９年３月 

1 令和８年４月～９月：現状の把握と事故未然防止策作成、事前アン

ケート  

2  令和８年 10 月以降（学校と調整）：事故防止対策共有のための交通

安全講習会 

3 令和 8 年 10 月～令和９年３月：アンケート結果による課題確認、安

全な走行環境への働きかけを提案団体 and Advance にて実施 

（２）対象：一般市民  

期間：令和８年４月～令和９年３月 

   ① 市民の集まるイベント(国分寺まつり等)での交通安全啓発

活動実施  

 

５ 目標値 

 （事業期間で達成

する目標） 

（１） 実施校２校 

（２） 国分寺市版交通安全活動プログラムを正しく理解する参加者の

割合が 70%以上（アンケート結果による） 

（３） イベントでの啓発活動１件以上 
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６事業の対象 

（地域、具体的対象

者、対象総人数等） 

地域：国分寺市内   

対象者： 

(1)交通安全活動を実施する学校の生徒、教職員及び市民、交通事業者等 

 (2)一般市民 

 

７事業の実施場所 
(1) 対象中学校とその地域 

(2) イベント会場 

８ 役割分担 

（具体的に） 

＜提案団体が担う役割＞ 

(1)対象地域の事故情報確認 

(2)現場調査、事故原因分析、課題確認、再発防止策検討 

(3)国分寺市版交通安全活動プログラム作成、実施 

(4)交通安全講習会の運営及び講師 

(5)イベントブースにおける交通安全啓発活動 

＜市が担う役割＞ 

(1) 交通安全活動を実施する学校の選定 

(2) 学校・団体・企業・地域住民への協力要請、広報活動 

 （学校にご協力いただく工数：現状把握のための情報共有及び事前アン

ケートの実施、講習会実施に向けた調整） 

(3)市が関与するイベントのブース出展にかかる調整 

９目標が達成され

た状態 

  

市民自らが交通事故の発生リスクを下げる方法を理解することにより、

地域の自転車交通事故件数が減少。安心、安全な移動環境が実現する。  

10 市と協働する意

義及び必要性、協

働による相乗効果 

(1)学校、地域での事業実施にあたり行政の協力が不可欠 

(2)市内全体の交通事故減少に向けた展開に行政の仕組みが必要 

(3)当団体が持つ効果的な交通安全プログラムを行政と協働して実施すること

で、適切かつ迅速に市全体の交通事故を減らすことができる。 

 

11事業実施後の展

開（成果の活用方法

又は、提案団体の自

主的な活動展開等） 

(1) 市内の他の学校への交通安全活動プログラムの展開 

(2) 地域で実施可能な体制構築 

上記のための施策立案、市民、団体への連携フォロー 

 



団体名 特定非営利活動法人　and Advance

大項目 中項目 中項目計 大項目計

委託費 517,000 円× 1 回 = 517,000 円 517,000 円 517,000 円

517,000 円

大項目 中項目 中項目計 大項目計

人件費 情報共有 事前打合せ・情報共有 3,000 円× 2 H× 1.0 人 × 3 回 = 18,000 円 262,800 円 384,000 円
(学校×2、担当課×1） 1,800 円× 2 H× 1.0 人 × 3 回 = 10,800 円

施策立案 現場調査 3,000 円× 1.5 H× 1.0 人 × 10 回 = 45,000 円
1,800 円× 1.5 H× 1.0 人 × 10 回 = 27,000 円

分析・再発防止策策定 3,000 円× 1.5 H× 1.0 人 × 10 回 = 45,000 円
1,800 円× 1.5 H× 1.0 人 × 10 回 = 27,000 円

資料作成 3,000 円× 3 H× 1.0 人 × 10 回 = 90,000 円
講習会実施 3,000 円× 2 H× 1.0 人 × 2 回 = 12,000 円 121,200 円

1,800 円× 2 H× 1.0 人 × 2 回 = 7,200 円
啓発事業 イベントスタッフ 1,800 円× 8 H× 5.0 人 × 1 回 = 72,000 円
コンテンツ使用料 30,000 円× 1 回 = 30,000 円

印刷製本費 印刷費用（チラシ他） 5,000 円 5,000 円 5,000 円
円
円

消耗品費 イベント設営・実施 20,000 円 20,000 円 20,000 円
円
円

旅費交通費 打合せ、現場調査、講習会等 打合せ、現場調査毎 2,000 円× 26 回 = 52,000 円 52,000 円 52,000 円
円
円

保険料 3,000 円× 3 回 = 9,000 円 9,000 円 9,000 円
円
円

470,000 470,000 円

47,000 円

0 円

円合　計  ¥517,000

（支出の部）

内訳

直接経費計

諸経費 直接経費470,000円×10%＝47,000円以下の47,000円を計上
（事務費、通信費ほか）

消費税（消費税がかかる場合）

様式第３号（市民活動団体提案事業）

令和7年度募集　提案型協働事業　収支予算書

（収入の部）

内訳

合　計



様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体の名称

団体概要書

(フリカナトクテイヒェイリカツドウホウジンアンドア

特定非営利活勤法人and Advance

所在地

〒252̶0238

相模原市中央区星が丘2 丁目5-20 IF

設立年月日

会員の状況

活動目的

活動内容・活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

±廣合には、委託事業

名、委託契約先名、

委託時期を記入して

下さい。)

4�̶A�̶�

♦環境保全に関する事業

相模原市立環境情報センター指定管理事業

相模原地球温暖化対策協ま会事務局業務

市民向け環境講座実施

季干Ij誌「アゴラ」での活動紹介事業

♦持続可能なまちづくりに関する事業

市民向けSDGs

SDGaEXPO企画運営事業

さがみはら市民桜まつりSDGSェリア運営

交通安全啓発活動

JA東京むさし組合員大学SDGsツーリズム企画運営

♦市民団体、行政、企業、団体などとの連携事業

さがみはら地球温暖化対策協議会参加

さがみはら生物多様ネットワーク参加

https://se-net. main. jp/

担当者速絡先
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特定非営利活動法人and Advance定款

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、特定非営利活動法人and Advanceという。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。

第2章目的及び事業

(目的)

第3条この法人は、市民や団体が連携し活動することにより、環境の保全.持続可能なまち

づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの椎進を因る活動

(4)観光の振興を図る活動

(5)農山漁村又は中山間地城の振興を図る活動

(の学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

け)環境の保全を図る活動

(め災害救援活動

(9)地城安全活動

(1の人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11)国際協力の活動

(1の男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13)子どもの健全育成を図る活動

(14)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(15)消費者の保護を図る活動

(16)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に関する事業
①環境保全に関する事業

②持続可能なまちづくりに関する事業

③市民団体、行政、企業、大学等との連携事妻
④その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

1
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2副代表理事は、代表理事を補佐し代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、

代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を

執行する。

4監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを締会又は所轄

庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

び)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく

は理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2捕欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任

期の残存期間とする。

3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。

(欠員補充)

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

を補充しなければならない。

ぐ,⑧

第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する

ことができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身に支障が生じ、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報■等)

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)

第20条この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2職員は、代表理事が任免する。

第5章総会

(種別)

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

3
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3前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1

項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会のま決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが

できない。

(議事録)

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数

を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名

押印しなければならない。

第6章理事会

(構成)

第31条理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以

内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁

的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。

(定ぜ数)

5



9

。マフ94難魂》つ玉ェし教ジ脂廣ひgき養ひ藥王プi暴ぜ妾(T)

。をネ？ひ》らなェじ激ジ賊廣9ふう謝ジタ、めぜ妾OY妥ひフ奉ひ黑

(■嵐ひぐ妾)
D90運ジ他

ポま■峯�l 、ェ敦る策麗ひ妾熟、ね率年ひネ、つ菌暴5ぶま面峯お、わ要慕ひY殺ひフ寒ほ第

(賊暴ひ要慕)

a9ふ？凰To衷慕9ふ園ゴ塞ま9熟ジ德嬰他甚ぜ基身、をi衷暮OY策ひフ泰ひ巣

(ぢ巧ひ要甚)

(9)

(S)

(れ

(S)

ぬ

(T)

提袖ひ別ひネ

要池ら封ジ塞ま

珠袖9コ茶9ポ要律

巧等キタ暴

暮妾ねぞ等妾Y

要慕マサき虜随ジ導@單傳ひ雄宗モ德

, をふ解掛ユじ》そひ》さぶ蟹フj各ネひ夕、ね要寡ひY港ひフ秦0卜鍾

(與掛ひ要慕)

ぜ妾ぬぜ粟甚まふ惠

。、つを9をめサおをつ旧ぜ

宋溜をぼネ墓ポTmYZ Y宋書徵ま鶏マサきサ載ェパぼゴ蟹妾ひキぬぜ誉藥、をじj徵ま麗s

(ヌ

廣ま9ふ園ゴ妥載ひY矛誉智章擊

奄敦ひ竣碧ぬぜ達鍛ひ斬敦ひま鶏

廣ま■

' 9ネ@さキタを昌ひみンェレザジ葉袖峯彙座量)宋ぜ葉斯廣ぬぜ緣葉斯旧、廣填ま蔵

ぜ養ぬ$'翻s

。パをうをおサれをつ取ポる藝ま籍マつ纏gさを廣ま⑦※、ねェパしゴま碧ひ妾ま菌

(s)

(わ

(s)

(め

(0

寒6s惠

(導ま寒)

\�

夕要ユポ？フ9q叱ゴポ鶏ひネねま面9ふ単$毅園暴糖ひ他錬、ユパしゴ掠驚ひ♦ま面ラ

。ネぐサマひネマつ副

旧二i妾ま画ヵェパしゴば國ひ廣T巣泰夕ぬぜ泰9£巣、ねま蔵マコ袖峯Qすジ運幣ひ重廣s

。9牟'ェポマニ9ネ泰塞ェしネる填ダらさ遡墨ねズ埋量ェ

パしゴ彙まマMき降■0コポ9ザ、口ま面パを桑‘ェ單④ジ奈ま菌0マ0申■、�を徵を◎をz

。をネ7⑦ネタ彙虫、ね動被峯ひま菌替泰8S鎮

(彙謝巡塞)

a9すジ9

フマさネ箱ひ碁鶏、ね桑7ひ凍回旦れ、つ播工し》そ廉★評ひ廉舞ま菌、ねま寒ひ妾棄面z

。びマ

廣まマつ咲薪0コポ9ぜェしすジ基廣ひ廣s鎮泰ラG第プ信ブま寂撃9ふ夕ばジ妾索涯泰ふ8鎮

(■)

。パを養ユポ？フ9ネ妾敏ねサふゆポ輩ポひ魔♦斬ひ漠穂ま面\ね妾ま蔵泰9S惠



(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及ぴ

財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(3)探用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこ
れを変更しないこと。

(会計の区分)

第44条この法人の会計は、特別非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び収支予算)

第45条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経
なければならない。

(暫定予算)

第46条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理
事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが
できる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)

第47条この法人の事業報告及び収支決算は、每事業年度ごとに代表理事が事業報告書、収支
計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後速や
力、に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)

第48条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)

第49条この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、理事会の承露を得なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)

第50条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

議決を得なければならない。

2定款の変更は、次に揭げる事項を除いて所轄庁の露註を得なければならない。

(1) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴ないものに眼る。)
(2) 資産に関する事項

(3) 公告の方法

(解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

総会の決議

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

正会員の欠亡

合併

破産手続開始の決定

所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を

得なければならない。

3第1項第2号の事もにより解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7
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6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とす

る。

(1)入会金

正会員 個人2,000円

賛助会員 個人2, 000円 団体5, 000円

(2)年会費

正会員 個人3,000円

賛助会員 個人1口 3, 000円(1口以上)

団体1口 5, 000円(1口以上)

附則

この定款は、平成25年9月29日から施むすろ。

附則

この定款は、平成27年6月7日から施行する。

附則

この定款は、平成28年4月8日から施行する。

附則

この定款は、令和4年10月18日から施むする。

9



20な年度活動計算書

2024年4月1日力、ら202S年3月31日まで

法人の名称特定非営利活動法人and Advance

単位：円)

科 @ 金 額

経常収益
1受取会費
受取会費ス会金

受け取り会費計
2.受取寄付金

受取寄付金

受取寄付金計

3.事業収益

環境保全特統可能なまちづくりに閲する事業
環境団体、行政、事業者等との速携事業
温暖化対策協議会事務局事業
事業収益訃

4.その他の収益
受取利息

雑収益

その他の奴益計

経常収益計
経常費用
1事業費
環境保全特続可能なまちづくりに関する事業
環境団体、行政、事業者等との連携事業
温暖化対策協議会事務局事業
その他の事業

事業費計
2管理費

事務局人件費

役員交通費
会義費

消耗品貴

通信運搬費
印刷費

租税公課費

諸会費

賃借料

支払い手数料

雑費

新聞図書費

業務委託費
その他経費計

管理費計

経常費用計
当期経常増滅額
経常外収益
経常外収益計
経常外費用
経常外費用計
当期正味財産増滅額
前期繰越正ま財産額
次期繰越正味財産額

46,000

0

1,017,033

0

31,595

1,179

24,000

870,712

13,000

9,747

0

384,000

31,000

43,055

10,794

33,310

50

70,000

550

0

0

0

0

18,731

25,908

46,000

0

1,048,628

25,179

1,119,807

893,459

617,398

0

0

1.510,857

A 391,050

0

A 391,050

4,092,662

3,701,612
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財 産 g 録

2025年3ガ31日現在

特定非営ギj活動法人の名称

科 @

資産の部

1流動資産

現金 現金手許有高

特定非営利活動法人and A dvance

金額

普通預金きらぼし銀行相摸原支店932976

普通預金きらぼし銀行相模原支店932965

普通預金きらぼし銀行相模原支店932954

普通預金西武信用金庫矢部支店

22,336

32

0

2,678,0 13

1,300,431

単位:R)

流動資産合訃

2固定資産

車両運搬具

リサイタル預託金

固定資産合訃

資産合計

負債の部

1流動負債

未払い費用

前受金 接まっりSDGSゾーン参加費
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LECTURE 

（交通安全講習会・講演会）  
実績  

  

実施日           対象 

2016/6/16 相模原市安全安心まちづくり推進協議会総会 

2016/8/26     相模原市相模台地区自治体 

2017/1/25   神奈川県都市交通安全対策連絡協議会 

2017/6/16 神奈川県立上溝南高等学校 

2017/9/20 神奈川県立神奈川総合産業高校（定時制） 

2017/9/27 相模原市相武台地区自治会 

2017/11/18  相模原市麻溝地区自治会 

2018/1/25 神奈川県立神奈川総合産業高校（全日制） 

2018/3/12 相模原市南区シルバー人材センター 

2018/3/13 相模原市緑区シルバー人材センター 

2018/3/16 相模原市看護専門学校 

2018/3/16 模原市中央区シルバー人材センター 

2018/5/7 神奈川県立城山高等学校 

2018/5/17 相模原市橋本地区安全安心まちづくり協議会 

2018/5/31  相模原市橋本地区交通安全母の会 

2018/5/23 神奈川県立相原高等学校 

2018/8/28 相模原看護専門学校 

2018/9/23 相模原市麻溝地区自治会 

2018/10/6 神奈川県立神奈川総合産業高等学校安全委員会 

2019/1/15 相模原立麻溝小学校 PTA 

2019/1/24 神奈川県立神奈川総合産業高等学校（全日制） 

2019/3/1 相模原市立大野南中学校 PTA 

2019/3/15 神奈川県立相原高等学校（2.３年生） 

2019/3/16 神奈川県立相原高等学校（1 年生） 

2019/4/4 和泉短期大学 

2019/4/11 相模原看護専門学校 

2019/4/12 光明学園相模原高等学校（１年生） 

2019/4/16  相模原市立中野中学校 

2019/4/18 光明学園相模原高等学校（２・３年生） 

2019/5/13 相模原市緑区交通安全母の会 

2019/5/20 神奈川県立城山高等学校 

2019/5/24 相模原市緑区安全安心まちづくり推進協議会 

2019/6/3 神奈川県立元石川高等学校 

2020/1/23 神奈川県立神奈川総合産業高等学校（全日制） 

2020/9/3 神奈川県立上鶴間高等学校（リモート版ビデオ配信） 

2020/9/28 神奈川県立橋本高等学校 

2020/11/14 相模原市中央区自治会連合会 

2020/11/4,5,10,27 光明学園相模原高等学校（リモート版ビデオ配信） 

2020/12/24 神奈川県立相原高等学校（リモート版ビデオ配信） 

2021/1/21 神奈川県立神奈川総合産業高等学校（全日制）（リモート版ビデオ配信） 

2021/2/2 神奈川県立元石川高等学校（リモート版 Google 配信） 

2021/3/25 神奈川県立相原高等学校（リモート版ビデオ配信） 



2021/4/15 光明学園相模原高等学校 

2021/4/22 神奈川県立上鶴間高等学校 

2021/5/10 神奈川県立橋本高等学校（学校会議室より各ホームルームへリモート接続） 

2021/6/22 相模原市立相陽中学校（放送室より各ホームルームで接続） 

2021/7/5 相模原市立田名中学校 

2021/7/16 相模原看護専門学校 

2022/4/14 光明学園相模原高等学校 

2022/4/14 神奈川県立上鶴間高等学校 

2022/5/2 相模原市立田名中学校 

2022/5/9 神奈川県立橋本高等学校（学校会議室よりホームルームへリモート接続） 

2022/6/14 相模原看護専門学校 

2022/6/27 神奈川県立元石川高等学校（学校体育館より各ホームルームへリモート接続） 

2022/7/14 神奈川県立城山高等学校（学校会議室より各ホームルームへリモート接続） 

2022/7/14 神奈川県立津久井高等学校（神奈川県立城山高等学校よりリモート接続） 

2022/10/2 神奈川県立城山高等学校（Smart Mover YouTube 版） 

2022/11/10 神奈川県立城山高等学校（学校教室より各ホームルームへリモート接続） 

2022/11/10 相模原市自転車安全利用指導者講習会（相模原市交通地域安全課委託事業）  

2022/12/15 相模原市自転車安全指導者講習会 

2023/2/24 相模原市立大野南中学校 

2023/3/14 神奈川県立弥栄高等学校 

2023/3/16 神奈川県立麻溝台高等学校（学校教室よりホームルームへリモート接続） 

2023/4/10 相模原市立田名中学校 

2023/4/13 光明学園相模原高等学校 

2023/4/13 神奈川県立上鶴間高等学校 

2023/5/8 神奈川県立橋本高等学校（学校教室よりホームルームへリモート配信） 

2023/6/12 神奈川県立麻溝台高等学校（学校放送室よりホームルームへリモート配信） 

2023/7/27 神奈川県立相模原弥栄高等学校（学校教室よりホームルームへリモート配信） 

2023/10/26 神奈川県立城山高等学校（３年生）（学校教室よりホームルームへリモート配信） 

2024/1/19 川崎市生田中央商店会 

2024/4/9 相模原市立田名中学校（自転車通学全学年） 

2024/4/12 神奈川県立上鶴間高等学校（全学年） 

2024/4/16 光明学園相模原高等学校（１年生） 

2024/5/25 特定非営利活動法人 and Advance 

2024/5/27 神奈川県立橋本高等学校（１年生） 

2024/6/7 神奈川県立麻溝台高等学校（１年生） 

2024/10/15 神奈川県立城郷高等学校（１年生） 

2025/3/17 神奈川県立大和東高等学校（１年生） 

2025/4/8 相模原市立田名中学校（自転車通学生） 

2025/4/9 神奈川県立橋本高等学校（１年生） 

2025/4/11 光明学園相模原高等学校（１年生） 

2025/4/14 神奈川県立上鶴間高等学校（１年生） 

2025/4/28 神奈川県立麻溝台高等学校（１年生） 

2025/7/17 川崎市立川崎総合科学高等学校（全学年） 

         

 


